
おすすめの接種時期（数字は接種回数）

ロタウイルス 5価

※１ 1価

「定期接種実施要領」「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」より転用

定期接種：予防接種法に基づくもの。定められた期間内であれば無料で受けられます。　　
※１　ロタウイルスは、令和２年８月生まれ以降のお子さんが定期接種の対象となりました。

任意接種：予防接種法の対象となっていないもの。
※２　おたふくかぜは、令和３年４月から満１歳～３歳未満のお子さんを対象に、初回接種に限り3，500円まで費用の助成しています。

※３　インフルエンザは、6か月～１８歳未満のお子さんを対象に、２，７００円のまでの費用を助成しています。

接種間隔：異なる種類の注射の生ワクチン間は、接種してから２７日以上あけること。その他の制限はありません。

同時接種：同じ日に複数のワクチン接種を受けることができます。詳しくはかかりつけ医とご相談ください。

６２－０９８６ ３日前までに要予約

６２－１２９３ １週間前までに要予約

７３－２２１１ ２日前までに要予約前 田 診 療 所 月～金
９：００～１１：００

午後は要相談
　ロタウイルスは不可。それ以外接種可能。

大 井 医 院 月～金
１０：３０～１１：３０
１４：００～１６：００

　ロタウイルス、BCG、子宮頸がんは不可。それ以外接種可能。

前 田 医 院 月火木金 １４：３０ 　全ワクチン接種可能。

　全ワクチン接種可能。

予約について 受付時間等 接種実施ワクチン

岩 内 協 会 病 院 ６２－１０２１
前日までに要予約

※予約受付は月・水・金の
　１３：００～１６：００

木 １３：００～１４：００
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生
（経口）

 生後６週～３２週未満までに３回接種します。
 ※１回目は１４週６日までに。

 生後６週～２４週未満までに２回接種します。
 ※１回目は１４週６日までに。

任
意
接
種

イ ン フ ル エ ン ザ 不活化
 生後６か月以上。

 毎シーズン２回接種します。

お た ふ く か ぜ 生
（注射）

 １歳以上に１回接種します。

子宮頸がん

２価
・

４価
不活化

 小学６年生～高校１年生相当の間に３回接種します。

（標準的な接種期間：中学１年生の間）

９価
 小学6年生～15歳未満は2回接種します。

 15歳以上～高校1年生相当は3回接種します。

水 痘 (み ず ぼ う そ う )
生

（注射）
 １歳～３歳未満に２回接種します。

麻 し ん 風 し ん 混 合 生
（注射）

【第１期】 １歳～２歳未満に１回接種します。

【第２期】 小学校入学前年(年長相当)に１回接種します。

日 本 脳 炎 不活化

【第1期】 生後６か月～９０か月（７歳６か月）未満。
　　　　　初回接種２回、追加接種を１回します。
（標準的な接種期間：３歳～４歳未満に２回、４歳～５歳
　未満に１回）

【第２期】 ９歳～１３歳未満に１回接種します。

Ｂ Ｃ Ｇ 生
（注射）

１歳までに1回接種します。

（標準的な接種期間：生後5か月～8か月未満）

（令和7年4月現在）

小 児 の 肺 炎 球 菌 不活化
 生後２か月～６０か月（５歳）未満。

 初回接種３回、追加接種を１回します。

ワ ク チ ン の 種 類 接種対象や時期 開始
予定日

五 種 混 合
不活化

 生後2か月～９０か月（７歳６か月）未満。

（ｼﾞﾌﾃﾘｱ・百日せき・破傷風・ﾎﾟﾘｵ・ﾋﾌﾞ）

B 型 肝 炎 不活化
１歳までに３回接種します。

（標準的な接種期間：生後２か月～９か月未満）

 初回接種３回、追加接種を１回します。

0歳 1歳
１歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳 １歳

１か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 10か月 11か月 （満年齢)１か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 10か月 11か月

2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳

毎年２回（２～４週間隔）

二種混合（ｼﾞﾌﾃﾘｱ・破傷風）：

１１～１３歳未満で接種

子宮頸がんワクチンは女子のみ対象です。

１３歳以上は毎年１～２回

（１～４週間隔）

２
おたふくかぜ予防接種の回数は１回とされていますが、日本小児科学会

では、予防効果を確実にするために２回接種を推奨しています。

３回目は、１回目から１３９日以上の間隔をおいて接種します。
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１ ２ ３
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１
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２２回目は、４月～６月の接種がおすすめ

１

予防接種には決められた接種時期があります。接種時期が「早い」または「過ぎて」接種した場合には

接種費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください!!

また、接種間隔や書類等でご不明な点がある場合には、役場 健康推進係までお問い合わせください。

＜問い合わせ先＞ 岩内町役場 健康づくり課 健康推進係 📞６７－７０８６（直通）

＜当日の持ち物＞ ・母子手帳 ・予診票 ・依頼券

※２

４回目は、３回目の接種後６０日以上の間隔をおいて、生後１２～１５か月に接種します。

４回目は、３回目の接種後６～１８か月の間隔をおいて接種します。

４

第２期：９～１３歳未満で接種

３１ ２

３回目は、２回目の接種後６か月以上（標準的にはおおむね１年

を経過した時期）の間隔をおいて接種します。

２回目は、１回目の接種後３か月以上（標準的には６～１２か月）の間隔をおいて接種します。

【２価】 １か月の間隔をおいて２回接種。３回目は１回目接種から６か月後に接種。

【４価・９価】 ２か月の間隔をおいて２回接種。３回目は１回目接種から６か月後に接種。

※２回接種の方は１回目接種から６か月間隔をあける。


